
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 特別障がい者手当の受給資格認定 

根 拠 法 令 及 び 条 項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律  

第２６条の５において準用する同法第１９条 

所 管 部 課 係 名 総合福祉部障がい者福祉課調査認定係 

審

査

基

準 

関 係 条 項 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律  

第２条第３項、第２６条の２ 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 

第１条第２項、別表第１、別表第２、別表第３ 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 

第１４条 

基 準 

 

（未設定の場 

 

合はその理由） 

未設定 

（法令等により具体的に規定されているため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 事 項 
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準について

（昭和６０年１２月２８日社更第１６２号） 

設定等年月日 令和元年７月１日設定（  年 月 日最終変更） 

標
準

処
理
期
間 

標準処理期間 

（未設定の場合

はその理由） 

総日数 ２０日 

設定等年月日 令和元年７月１日設定（  年 月 日最終変更） 

 


